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１．はじめに 

近年、過疎地域での公共交通の存続が大きな問題とな

っており、公共交通の存続を多様な視点から模索するこ

とは喫緊の課題である。さらに、今後の過疎化の進展を

考えると、公共交通の廃止後を見据えた議論も必要であ

る。すなわち、多くの自治体においてはコミュニティバ

スや過疎バスの運行が維持できない地区もあり、このよ

うな地区では高齢者をはじめとした移動困難者の生活を

いかに支援できるかを検討する必要がある。これらは高

齢者の社会的孤立を防ぎ、社会参加機会を確保する点か

らも重要である。 

さて、現実の過疎地域での住民の移動状況を観察する

と、公共交通のサービスレベルが十分ではないため、実

際には世帯内や世帯間の送迎という住民同士の私的互助

で移動が行なわれていることが多く、このような互助シ

ステムをいかに考えるかも検討課題である。さらに、住

民の日常生活は必ずしも本人の移動のみで成立している

わけではない。たとえば、買物代行や巡回販売、医療・

福祉系の巡回サービスは、物やサービスを巡回させるこ

とによって住民の移動を軽減させている。郵便配達員が

生活用品や薬などの配達や独居老人の様子うかがいを行

なうひまわりサービス１)はこれに該当する。 

以上と関連して、過疎地域内を巡回する物流や医療・

福祉系の車両の複合的活用も考えられる。イギリス等で

行なわれている郵便配達車両に旅客を乗せるポストバス
2)もこれに該当するが、わが国でも、比較的高頻度で巡

回している宅配便や郵便、デイサービス等の事業車を複

合目的で活用することも検討すべき課題となろう。 

以上を踏まえれば、過疎地域においては、自ら自動車

を運転することが困難な人々に対しては、従来の公共交

通や互助としての送迎等の人流、医療・福祉等のサービ

ス流(以降、福祉系サービス流と呼ぶ)、宅配や郵便をは

じめとした物流を総合的に捉えて、住民の基礎的生活に

必要なサービスを提供する考え方が必要である。すなわ

ち、これらを効果的・効率的に組み合わせたり統合した

りすることによって、全体のサービスレベルを持続可能

なものにすることを検討する必要があろう。 

さて、上述の観点から既往の研究を概観すれば、たと

えば岸野ら3)は、住民の活動機会を保障するように公共

交通サービスを設定することの重要性を説いている。移

動をできる限り保証することの重要性は論を待たないが、

本稿では人々の社会参加を保障することを目的として、

移動できない人々へのサービスも念頭に置いておきたい。 

複合化に関しては、福祉系サービス流と物流を組み合

わせたものとして、鳥越4）は先進事例として広島県熊野

町の高齢者等宅配事業(買物代行)や徳島県徳島市蔵本町

パティオくらもとの御用聞きシステムが利用者から感謝

されているがほぼ赤字経営であることを報告している。

また矢吹5)は、鳥取県智頭町のひまわりサービスを対象

とし、郵便配達が行なう薬の配達や声かけの生活支援サ

ービスの普及の可能性と費用負担の限界を示している。 

人流と物流を組み合わせたものには、1993年4月から

開始された北海道や岩手県で運行している宅配バス(宅

配便の輸送ネットワークの一部を路線バスが分担するこ

と)6)や、先述のポストバス2)の事例がある。宅配バスは宅

配事業者とバス事業者の協定によって成立しているが、

近年はITを活用した輸送方法の効率化が増加しているた

め、輸送量は減少傾向にあるという6)。また、徳永ら7)は、

岩手県と北海道の宅配バスの成立可能性を分析し、バス

事業者にとって費用負担が少ないこと、宅配事業者にと

ってコスト削減が図れること、横持ち区間以外での成立

可能性があることなどを明らかにした。この他、過疎地

ではバスに新聞や生活必需品を載せ、運行する奈良交通

十津川線や加計呂麻バスの事例がある8), 9)。この2つは民

間事業者が運行しており、一般乗合旅客自動車運送事業

者が少量の貨物を運送できるという道路交通法第82条を

適用している。 

なお、人流と福祉系サービス流の組み合わせに関連す

るものとしては、岸野ら10）の研究が挙げられる。すなわ

ち、公共交通サービス(移動を支援するサービス)と生活

支援サービス(自宅に届けるサービス)の視点から高齢者

の身体能力と合わせて活動機会の獲得方法を論じている。

この研究は地区を出入りする事業者すべてに着目したも

のではないが、生活支援サービスを含めた包括的な対応

が必要であることを論じた点において本研究の目的と軌

を一にするものである。 

以上の既往の研究からは、人・物・福祉系サービス流 
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を総合的に見た上で、地域に必要かつ持続可能な交通・

サービスシステムを検討する重要性が指摘できる一方で、

人・物・福祉系サービス流の組み合わせについては多く

の課題があること、さらに人・物・福祉系サービス流全

体を視野に入れた研究は未だ十分でないことを指摘でき

る。そこで本稿では、この問題意識の第1段階として、過

疎地域での住民の社会参加機会の保障も念頭に置きなが

ら、一地区を対象とした網羅的聞き取り調査から、住民

と出入サービス事業者の移動実態を明らかにする。その

上で、人流、福祉系サービス流、物流の連携可能性に関

し若干の検討を行なうものである。 

 

２．調査の枠組み 

2.1 調査対象地区 

調査対象地区は、宮崎県西米良村小川地区である。図

-1に西米良村の位置を示す。同村は、西都市の西、熊本

県湯前町の東に位置し、2011年の人口は1,234人(10年間

で約10%減)、高齢化率は40%を超え、過疎地域に指定

されている。村の中心部である村所には、役場や診療所、

郵便局、小売店、ガソリンスタンド、タクシー(村内に

一ヵ所のみ営業所)、小学校といった医療・商業・教

育・行政サービスが集中している。 

公共交通としては、村営コミュニティバスが村所を拠

点として小川、上米良、熊本県湯前町方面の3路線を走っ

ている。このバスは、1994年にJR九州バスの廃止代替バ

スとしてスタートしたが、その後、2008年にコミュニテ

ィバス(以下、バスと呼ぶ)に移行したものである。なお、

村所～西都市間については民間の宮崎交通がバスを運行

しており、村民の回数券購入に対して、村から大人は半

額、高校生は全額補助が行なわれている。 

図-2に調査対象地区である小川地区周辺図を示す。同

地区は村北東部に位置し、2010年10月時点で人口101人・

65世帯、高齢化率65%の集落である。このうち4割(18世

帯)の住民が地区中心部近辺に居住しているが、その他の

住民は地区内の道路沿い(小川川沿い)に薄く分布して居

住している。地区中心部には、1商店、1郵便ポスト、公

民館が存在する。 

地理的・交通的な位置については、小川地区中心部か

ら村所までは23kmの距離で、車で約40分である。地区内

の基幹道路は村道鉱山谷・古川線と県道316号線であり、

そこから村内を東西に走る国道219号線へつながる。比

較的多くの商業施設や高校、総合病院などが立地する西

都市は小川地区中心部から38kmの距離で、車で約1時間

である。熊本県湯前町(車で1時間20分,44km)、宮崎市(約

1時間50分,70km)も生活圏域である。 

小川地区内には1日5便のバスが運行している。バス

停は民家が集まっている場所に、近い場所で200m、離

れた場所で約1kmおきに設置されている。 

なお、西米良村は、ワーキングホリデーの推進や、双

子キャンプ場、村営温泉「ゆたーと」などの観光施設を

整備しており、地域雇用確保や域外との交流によって、

全国的知名度は高い。小川地区内にも、村外住民との交

流地域拠点として、郷土料理と宿泊を提供する「おがわ

作小屋村(以下、作小屋と記す)」が2009年に整備され、1

年間で3万人の観光客が訪れる拠点となっている。 

2.2 調査方法 

本研究の目的は、小川地区を対象として網羅的に、1)

住民の移動および生活活動の実態、2)地区を出入りする

物流・福祉系サービス流の実態を明らかにすることであ

る。したがって、調査は住民調査と事業者調査からなり、

これらの調査内容を表-1に示す。 

住民調査は世帯票と個人票に分けて実施した。世帯票

では、自宅位置、家族構成・続柄、性別、年齢、職業、

インターネット環境、世帯員の運転免許の有無と主な外

出手段、自宅近く(車で2時間程度まで)の家族の存在など

を問うた。個人票では、各種サービスの享受状況を調べ

るために 近訪れて来た人の頻度を、個人の移動を調べ

図-1 宮崎県西米良村の位置 

図-2 小川地区周辺 

表-1 調査内容 
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調査方法 調査対象
世帯票 個人票

自宅位置，家族構成，
続柄，性別，年齢，職
業，インターネット環境，
運転免許の有無・種
類，運転能力，主な外
出手段，自動車等使用
目的，自動車等の保有
台数，自宅近くの家族

来村行動：最近訪た人の頻度
外出行動：最近の外出目的，組み合わ
せることの多い外出目的，外出目的毎
の頻度，時間帯，目的地
送迎行動：送迎・被送迎の有無，送迎依
頼者，送迎・被送迎に対する謝礼の有
無，物の運搬依頼の有無，運搬依頼
者，物の運搬依頼に対する謝礼の有無

事業者調査
ヒアリング調査

（Ｈ23.6月～10月）

村役場(健康福祉課･村民
課･教育委員会), 小川地

区郵便配達員,郵便事業㈱
宮崎支店,農業協同組合

(JA),タクシー会社,デイケア
センター,ヤマト運輸(担当
配達者に電話調査),佐川
急便(担当配達者),コープ

みやざき,地区内商店

調査内容

住民調査
ヒアリング調査

（H22.10月、11月）
小川地区居住者

業務内容、頻度、運行経路、助手席の有無、移動人数、運行時
間、業務外で行っていること



るために、 近の外出目的、組み合わせることの多い外

出目的、外出目的ごとの頻度、時間帯、目的地、送迎・

被送迎の有無、送迎依頼者、送迎に対する謝礼の有無を、

その他、地区外部との物の輸送を調べるために、物の運

搬依頼の有無、運搬依頼に対する謝礼の有無を問うた。 

事業者調査では、業務内容、頻度、運行経路、助手

席の有無、移動人数、運行時間のほか、サービスの複合

化・統合化の可能性を探るために、業務外で行なってい

ることの内容、複合化の可能性を問うた。 

なお、住民調査は、平成22年10月に地区全住民(全65

世帯、101人)にヒアリングし、44世帯、77人の回答を得

た。 事業者調査は、平成23年6～10月にヒアリング調査

を実施した。具体的には、福祉･医療サービスを実施する

福祉健康課、バスを運行する村民課、移動図書を実施す

る教育委員会、郵便局、農業協同組合(JA)、タクシー会

社、老人ホーム、宅配業者A、宅配業者B、コープみやざ

き、地区内商店の11事業者の回答を得た。これは、地区

内に出入りする事業者のほぼすべてをカバーしている。 

 

３．小川地区の移動実態把握 

 3.1 地区住民の移動実態 

図-3に回答者の個人属性を示す。図-3より、65歳以上

の高齢化率が62%(48人)と高い。運転免許保有者は

64%(49人)である。主な移動手段については75%(58人)が

自動車と回答しているが、免許非保有で主な移動手段を

自動車とする者17%(13人)は、他者の送迎に頼っていると

言える。なお、バスを主な移動手段と回答した者は

16%(12人)である。図には示していないが、そのうち7人

は運転免許を保有していない単身高齢者であった。 

図-4に世帯特性を示す。併せて図-5には年齢別世帯構

成を示す。図-4より、「単身」が39%と も多いが、図-5

より、単身世帯の17人中14人が70才代以上であることが

わかる。図-4より、自家用車は約6割の世帯が1台以上保

有しており、日常生活は自動車利用によって成立してい

ることが見て取れる。また、世帯の中で運転可能な人が

いないと回答した14世帯は、普段の移動が非同居家族の

送迎によるものが3世帯、9世帯がバス、1世帯がタクシー、

1世帯がシニアカーを使用していた。 

図-6に外出目的別の頻度を示す。 低月1回程度以上の

頻度で、通院が52人、買物が72人とほぼ全住民が外出し

ている。また、そのうち買物と通院を組み合わせる人は 

36人存在した。なお、「農作業」と「出荷」は作付け時期

によって、また「行事」は神楽の時期である10~12月が

主であるため、普段の外出頻度とは異なっている。デイ

ケアサービスの利用者は4人と少ない。 

以降、人流、物流、福祉系サービス流の複合化・統合

化を念頭に置いて、住民の も頻度が高い買物と通院に

ついてみていく。 

図-7に買物の目的地である西都市と村所地区への移動

手段と頻度を、図-8に同目的地への通院の移動手段と頻

度を示す。目的地としては西都市と村所のみを掲示して

いるが、住民の移動目的と目的地の集計から、ほとんど

の移動(買物に行く人の74%、通院する人の74%)はこの2

カ所でカバーされていることを確認している。図-7より、

図-8 通院目的地と移動手段別の頻度 

図-7 買物目的地と移動手段別の頻度 

図-3 個人属性 

図-4 世帯特性 

図-5 年齢別世帯構成 

図-6 外出目的別頻度 
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買物については、村所4人、西都市53人と西都市が圧倒的

に多い。西都市へは自動車で移動する人が52人と多く、

頻度は週１～2回程度が17人、月2～3回程度が29人、月1

回程度が6人となっている。また図-8より、通院は、村所

(バス)11人、村所(自動車)17人、西都市(自動車)17人であ

る。 

以上より、大部分が月1回以上の頻度で西都市と村所

に移動していること、医療は村中心部で多くが受診して

いるが、買物は村外の西都市に依存していることがわか

る。なお本稿には掲示していないが、運転免許非保有者

に限った買物、通院の外出目的地も図-7と図-8に見える

傾向と同様であった。すなわち、特に西都市への買物に

ついては多くが送迎により移動している。外出時間につ

いては、時間帯では買物、通院共に午前中に出発し、12

時~16時の間に帰宅する人が多いことを確認している。 

表-2は、買物について販売業者以外の人に依頼してい

る住民の内訳である。同表より、買物はほとんどが家族・

親族に依頼しているが(20人中16人)、特に非同居の親族

に依頼している人が12人いる。非同居の親族の居住地は

西都市4人、宮崎市4人であり、西米良村外から日常生活

の支援を受けていることには注目しておくべきである。

また、村内高齢者の親族である村外居住の被依頼者の年

齢についても、今後の高齢化が懸念されるところである。 

ところで、村では住民の移動に対する補助として、

70~74歳にバス回数券8.5往復分(小川-村所間)、75~79歳に

バス・タクシー共用券(タクシー料金換算)を3往復分、80

歳以上には共用券6往復分を一律に配布している。しかし

ヒアリング調査からは、自己費用負担がない状況にもか

かわらず、実際の利用人数は、バス12人、タクシー3人と

少ないことが明らかとなった。この理由を問うたところ、

「車があるから」「移動が大変」「タクシーを使うには(公

的負担に対する)遠慮がある」などの意見が見られた。さ

らに送迎では、「家族以外の人に頼むのは心苦しい」等の

意見もあった。これらは、住民の移動に関するサービス

提供の際には、経済的負担だけでなく、心的負担の少な

い方策を検討する必要があることを示している。 

 

3.2 事業者の移動実態 

事業者調査で得られた小川地区に出入りする輸送サ

ービスの一覧を表-3の左側に示す。表は、人・物・福祉

系サービス流ごとに、小川地区内への来訪頻度が高い順

に記している。表より、人流2主体、福祉系サービス流9

主体、物流9主体の計20主体があり、多くの事業者が頻度

の多寡こそあれ集落内を往来していることがわかる。ほ

ぼ毎日運行する事業者はバス、デイケア、郵便配達、宅

配業者A、地区内商店の仕入れ業者(11業者)である。なお、

配本サービスは、住民が図書リストから選択した本を週2

回宅配する、西米良村教育委員会によるサービスである。

この他、地区中心部で月1回開設される出張診療、民家が

集中する場所に週2回訪れる移動販売(魚)がある。 

なお、表中の停車場所と運行拠点は、各サービスがど

こに停車するか、どこを運行の拠点としているかを示す

もので、宅配・配達事業者は各世帯レベルで、福祉系サ

ービスとバス事業者は地区中心を拠点としてサービスを

展開していることがわかる。 

また表-3には、各事業者が本来の業務以外で付随的に

実施しているサービスを記している。郵便配達員は、独

居老人の安否確認や精米、薬の配達、買物代行などを行

なっている。これは、郵便会社は配達業務を嘱託で行な

っているため、配達業務が完了した時間については、配

達員の自主的な行動が許容されていることによる。その

他、JAや宅配業者Aについても安否確認や声かけを実施

表-3 サービス内容と複合化の可能性

表-2 買物依頼の内訳 

小川 村所 西都 宮崎

夫 1 1

父 1 1

息子 3 1 1 2 2 9
娘 1 2 2 5

3

1

20

親
族

近所の人

郵便局員

計(人)

非同居
計

(人)
同居 居住地

輸送サービス名 頻度 車両仕様/乗車定員 停車場所 運行拠点 担当

1 バス 5回/日
ジャンボタクシー/15名
マイクロバス/26名

バス停 村所地区 村民課 乗降者介助
小荷物輸送や託送など
の住民の要望なし

2 タクシー 2,3回/週 乗用車 各世帯 村所地区 Mタクシー

3 デイケア 6回/週 ワゴン車/15名 各世帯 竹原地区 社会福祉法人 成穂 介護保険適用外
4 配本サービス 2回/週 軽バン/2名 各世帯 村所地区 教育委員会 買物代行の構想あり

5 移動図書 1回/月 貨物バン/2名 数ヵ所 村所地区 教育委員会

6 出張診療 1回/月 乗用車 公民館 村所地区 福祉健康課
7 住民健診 4回/年 専用健診車両 公民館 小川地区 福祉健康課
8 弁当配布 4回/年 乗用車 公民館 小川地区 福祉健康課
9 痴呆予防教室 2回/年 乗用車 公民館 小川地区 福祉健康課
10 保育所の園児との交流 1回/年 ワゴン車 公民館 小川地区 福祉健康課
11 日帰り旅行 1回/年 マイクロバス/20名 公民館 小川地区 福祉健康課

12 郵便配達 6回/週 軽トラ/2名 各世帯 村所地区 村所郵便局
精米、買物代行、薬
の配達、安否確認

嘱託職員の立場で可能

13 宅配業者A 6回/週 軽バン/2名 各世帯 西都市 西都営業所 声かけ 送迎は会社内で禁止

14
仕入れ業者(11業者)
※調査実施せず

ほぼ毎日
(年数回
～週2回)

地区商店
西都市、
宮崎市など

各種業者

15 宅配業者B 3回/週 軽バン/2名 各世帯 高鍋町 高鍋営業所

16
JA(農業訪問、関連物の
宅配等)

2回/週
軽トラ/2名
乗用車/5名

各世帯 村所地区 JA西都西米良支所 安否確認 地区巡回後可能

17 ごみ収集 2回/週 2ｔトラック/3名 ゴミ置き場 村所地区 村民課 託送要望なし

18 移動販売(魚) 2回/週 2ｔトラック/3名 数ヵ所 人吉市

19 コープみやざき 1回/週 2ｔトラック/3名
登録世帯
(2世帯)

高鍋町 高鍋支所
サービス水準維持のた
め配達請負の考えなし

20 商店(各世帯へ配達) 3,4回/年 軽トラ/2名 各世帯 小川地区 N商店

番
号

現状
複合化に関するコメント 関連制度本来業務以外の内容

人
流

＜道路運送法第82条＞
一般乗合旅客自動車運送事業者
は、旅客運送に付随し、少量の
郵便物、その他貨物を運送でき
る。
＜道路運送法第78・79条＞
(自家用有償旅客運送について)
自家用車を使用したNPO等に

よる有償運送。国土交通省令や
運用通知等により、運行主体、
使用する車両、運賃基準等が細
かく規定される。

福
祉
系
サ
ー

ビ
ス
流

物
流

＜道路運送法第83条＞
貨物自動車運送事業者は、災害な
どの場合を除き、有償で旅客の運送
をしてはならない。

＜郵便物運送委託法＞
専ら郵便物運送等に使用している
車両に、郵便取扱員以外のものを乗
せてはならない。



している。これらは、小川地区における事業者の地区住

民生活支援活動として、特筆すべき事項である。 

さて、以上の事業者は財政的・人的制約条件が厳しい

環境の中で事業を展開していると考えられる。このため

ヒアリング調査では、サービスの複合化、すなわち人・

物・福祉系サービスの組み合せを行なう可能性について

問うた。表-3には、回答が得られたバス、デイケア、配

本サービス、郵便配達、宅配業者A、JA、コープみやざ

きの7主体のコメントを記載している。バスは、住民の要

望がないため荷物輸送を想定していないこと、また、荷

物輸送は輸送会社の仕事でありバスは住民の移動確保の

維持に努めなければならないこと、仮に荷物輸送が決定

しても運行会議にタクシー協会が参加するため実現しに

くいことを挙げており、複合化には消極的である。 

デイケアについては、介護保険適用外になるために送

迎途中の買物支援(商店への立ち寄り)を控えているが、

担当者は、制度的制約がなければ買物支援や荷物輸送を

行なっても問題ないと回答している。また、配本宅配サ

ービス車両は週2回以外の使用がないため、教育委員会は

買物代行の可能性があるが、これには補助金の用途外使

用制限の課題を解決する必要があると回答している。さ

らに郵便配達の安否確認や精米、薬の配達、買物代行に

ついては、今後とも業務に支障をきたさない範囲で行な

う意向が示されている。ただし、これらは嘱託配達員の

私的・自主的な活動であり、配達員が別の人員に交代し

た際にも継続できる保証はない。 

また、宅配業者Aは個人的には送迎などを行ないたい

が、荷物の時間厳守と送迎の禁止が定められており現実

には難しいと回答している。JAは、地区巡回後に依頼さ

れれば助手席へ乗せることはかまわないとの意向を示し

ているが(制度上の精査は必要である)、高齢者の社会参

加の手段としての農産物の出品の収集を行なうまでの余

裕はないと回答している。コープみやざきについては、

サービス水準維持のために配達請負の予定はなく、利用

者の送迎も考えていないとの回答であった。 

図-9に、週1回以上の頻度で小川地区に出入りする事業

者(民間バスは村所－西都間のみ)の運行ダイヤグラムを、

小川地区、村所、西都市との関係で示す。図より明らか

なように、小川地区と村所を結ぶ路線については、8～9

時、11～12時、15～17時に複数の事業者の重複が見られ

る。サービス(事業)の統合化が可能であれば、それぞれ

の事業者の負担を軽減してサービスレベル(量や質)を持

続すると共に、場合によっては、軽減された費用の一部

をもって負担しあうことによりサービスレベルの向上が

図れるであろう。 

 

４．人流、物流、福祉系サービス流の連携に関する考察 

以上、本研究では西米良村小川地区を対象として、1)

住民の移動および生活活動の実態、2)地区内に出入りす

る物流・福祉系サービス流の実態を把握した。その上で、

特に移動手段をもたない住民は親族や近隣住民の支援

(送迎、買物代行等)を受け、郵便配達員や物流事業者等

は本来業務でない生活支援(薬配達・買物代行、声かけ等)

を実施していること、人・物・福祉系サービスの複合化

の必要性を認識している事業者もあることを明らかにし

た。以上を受けて本章では、人・物・福祉系サービスの

複合化に関する若干の考察を行なう。 

表-3の 右欄に複合化に関連する制度を示す。宅配バ

スに関連する制度は道路運送法第82条がある。これは、

民間バス事業者が少量の貨物を運送できる規定であるが、

自家用有償運送のコミュニティバスには規定されていな

い。すなわち、現状の制度では村営バスは宅配物や農産

品の集荷できない。郵便物運送も郵便物運送委託法によ

り同様の規定がある。ただし、西米良村のように嘱託配

達の場合は、制度の弾力的解釈の余地はあろう。 

また、デイケアの送迎途中で商店に立ち寄る行為の許

容(介護保険との調整が必要)や、隣人による送迎への謝

礼(道路運送法第78条による禁止)等については、過疎地

域においては結果的に効率・効果的な生活行動水準の維

持の障壁となっている現実がある。特区制度の活用も含

め、制度的な制約の緩和が望まれるところである。関連

して、宅配業者が1～2人の住民を乗車させること(旅客自

動車運送事業の許可が必要)や、配本サービス車の買物代

行(補助金使途の制約)等も、今後進展して行く高齢化・

過疎化の中では検討課題となろう。この点については、

小川11)も、厳しい分業で分野調整をしてきたところを地

域密着型多機能(移動)サービスとして利用できるように

考えていくことが必要だと論じている。 

以上のような制度的な課題を踏まえつつ、人・物・福

祉系サービスの複合化を検討する枠組みを考えてみたい。

表-4に、各種サービスを享受できる場所(各世帯、小川地

区内バス停、小川地区中心)、サービス内容、頻度を事業

図-9 小川地区運行ダイヤグラム 
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者との関連で整理する。 

 まず、世帯を巡回するサービス主

体についてはすべて、声かけは実施

できる可能性がある。さらに週2回

以上、世帯を巡回する事業者は、買

物・所用代行、小川地区中心部への

送迎の可能性もあろう(宅配業者B

については村所をサービス拠点とし

ていないので買物・所用代行は除外

している)。また近隣住民はこれらすべてを実施しうる。

無論、持続性の担保や責任範囲の限定、あるいは制度的

課題もあるあるので、地区や村と事業者・住民との協定

締結により公式化することが望ましい。 

次に、小川地区と村所との関係については、移動コス

トの上昇も小さいことから、まずはデイケアにおける商

店立ち寄りは検討すべきである。また、村所を基点とし

て小川地区に出入りする各種事業者は、小川－村所間の

送迎を担う可能性もある。 

バスに関しては、存続のためにはまず「マイバス意識」

の醸成等によりバス利用を推進することは無論であるが、

バスに新たなサービスを追加する複合化も考えられる。

例えば宅配バス化や、農産物の出荷支援が考えられる。

この場合、協定によって宅配業者やJAのサービスをバス

に統合し、それらがバス運行の経費を一部負担すること

によって、村のバス運行経費を軽減することも考えられ

る。また、バス停を地区中心部に集約し、運行経費を削

減することも考えられる。この場合、作小屋を拠点とし、

各世帯から作小屋までの送迎を各種事業者や近隣住民が

担うことも考えられよう。あるいは、作小屋自体が送迎・

集荷を担うことも考えられる。これらについては、制度

的な制約条件の緩和とともに、バス・タクシーとの関係

を含め、地域公共交通会議を設立して議論する必要があ

り、これは行政の役割であることは言うまでもない。 

なお、サービスの統合化を考える際、曜日やダイヤの

調整が問題となるが、図-9からは、村所－小川地区間で

運行が重複する時間帯があることがわかっている。この

重複区間・時間帯のサービスを統合することで、それぞ

れの事業者の負担を軽減し、軽減分の一部をサービスの

向上や、地区住民の互助、あるいは作小屋の地域拠点と

しての活動等に充てることも考えられよう。 

 

５．おわりに 

 本稿では、過疎地域での住民の社会参加機会の確保を

念頭に置きながら、一地区を対象とした網羅的聞き取り

調査から、住民と出入サービス事業者の移動実態を把握

した。その結果、1)住民の買物の主な目的地は隣接都市、

通院の主な目的地は村中心部であること、2)移動困難者

は送迎や買物代行に頼っていること、3)地区内に出入す

る事業者は 20 主体あり、制度的制約がある一方で、事業

者はサービスの複合化・統合化のニーズを認識している

ことが明らかになった。本研究ではその上で、4)人流、

物流、福祉系サービス流の連携可能性に関し、バスをは

じめとした諸事業者のサービス複合化・統合化を考察し、

地域公共交通会議の必要性、観光・交流拠点である「お

がわ作小屋村」の地域生活拠点としての重要性を指摘し

た。制度的、コスト的制約条件の検討が必要であること

は言うまでもないが、実現可能なサービスシステムの構

築に関して、村、地区、各種事業者を含めた議論を行な

うことが今後の課題である。 
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表-4 現況サービスと想定されるサービス 
場所 サービス主体 頻度 非本来業務 (黒字：現在実施中、赤字：想定されるもの） 備考

郵便配達 6回/週 声かけ・買物代行・所用代行・*送迎(小川地区中心・村所まで)

宅配業者A 6回/週 声かけ・買物代行・所用代行・*送迎(小川地区中心・村所まで)
JA 2回/週 声かけ・送迎(小川地区中心・村所まで)

宅配業者B 3回/週 声かけ・*送迎(小川地区中心・村所まで)

近隣住民 声かけ・買物代行・所用代行・*送迎 *制度的課題

デイケア 6回/週 *買物支援(商店立ち寄り) *制度的課題

コープ宮崎 1回/週 声かけ

JA・宅配業者との連携

*制度的課題

移動図書館 1回/月 送迎

個人商店 3,4回/年 買物代行・配達

出張診療 1回/月 各世帯から小川中心地区までの送迎
おがわ作小屋村 安否確認・生活支援センター（送迎・集配・安否確認センター）

小川地区内バス停 バス 5回/日 農産物出荷支援・宅配

小川中心地区

各世帯

*地域公共交通会議が必要
*制度的課題

配本サービス 2回/週 声かけ・買物代行・送迎(小川地区中心・村所まで)


	headerL355: No.64
	headerR355: 第32回交通工学研究発表会論文集 2012年9月 (研究論文)
	NextPage355: - 355 -
	headerR356: 第32回交通工学研究発表会論文集 2012年9月 (研究論文)
	NextPage356: - 356 -
	headerR357: 第32回交通工学研究発表会論文集 2012年9月 (研究論文)
	NextPage357: - 357 -
	headerR358: 第32回交通工学研究発表会論文集 2012年9月 (研究論文)
	NextPage358: - 358 -
	headerR359: 第32回交通工学研究発表会論文集 2012年9月 (研究論文)
	NextPage359: - 359 -
	headerR360: 第32回交通工学研究発表会論文集 2012年9月 (研究論文)
	NextPage360: - 360 -


